
第三期「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」（素案）について 

 

１ 計画策定の趣旨 
第三期計画においては、第二期計画の評価や国の 

動向等を踏まえ、結婚から妊娠・出産、⼦育ての切 
れ目のない⽀援を⾏うために、ライフ・ステージに 
応じた今後５年間の少⼦化対策の具体的な施策や目 
標等について定める。 

２ 計画の位置づけ 
   「北海道⼦どもの未来づくりのための少⼦化対策  

推進条例」の実施計画。⼦ども・⼦育て⽀援事業⽀ 
援計画ほか４つの計画の内容を盛り込む。 

３ 計画の期間 
 平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間 

４ 計画の内容 
少⼦化対策は、経済・雇用や地域医療・福祉、地域振興、教育など、様々な分野と深く関わっており、本計

画においては、条例で定める 11 本の基本的施策を中心に、『結婚』、『妊娠・出産』、『⼦育て』、『⼦育
ち・自⽴』の４つのライフ・ステージとそれを⽀える「地域の環境づくり」の５つのステージを設定 
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本道における合計特殊出生率等の推移

出生数（北海道） 合計特殊出生率（全国）

合計特殊出生率（北海道）

計画計画計画計画のののの構成構成構成構成    

結結結結婚婚婚婚のステージ 妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産のステージ 子育子育子育子育ててててのステージ 子育子育子育子育ち・ち・ち・ち・自立自立自立自立のステージ 

地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

○ 本計画では、出生率の改善に必要な所要の環境づくりを重点的に進めるために、次の３つの重点施策目標と 

３６項目の指標を設定し、その着実な推進と達成に向け、総合的かつ計画的に取り組む。 

（めざす施策の方向性） 重点施策目標 

■未婚化・晩婚化への対応 

■子育て支援の充実 

（待機児童ゼロの達成） 

■子どもの安全・安心の確保 

（主な手立て） 

・婚活情報ポータルサイトによる情報提供体制の整備 

・婚活セミナーの開催など、出会いのサポートの推進 

・大学への出前講座など、次世代教育の実施 

・保育所や認定こども園、保育サービス等の重点整備 

・保育士の確保と資質の向上 

・放課後児童クラブと放課後子供教室との連携強化 

 

・児童養護施設の小規模化等による家庭的養護の推進 

・児童養護施設退所後のアフターケアの充実 

・子どもの見守り強化に向けたネットワークづくり 

指

標 

●子ども・子育て支援法に基づく指標 

・認定こども園、幼稚園、保育所などの必要量と確保すべき定員数 

・地域子育て支援拠点や時間外保育などの地域子育て支援８事

業の確保すべき箇所数や市町村数 

●児童養護施設等の小規模化・家庭的養護の推進に基づく指標 

・児童養護施設の「本体施設」、「小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ及び小規模児

童養護施設」、「里親及びﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ」の割合 

(73.3%：3.6%：23.1%→66%：8%：26%) 

●道独自の指標 

・婚活セミナーの開催箇所数(0 か所→延べ 35 か所) 

・次世代教育のための出前講座実施大学数(16 校→延べ 120 校) 

・夜間保育(6→10 か所)、休日保育(27→55 か所) 

・放課後子供教室市町村設置割合(52.5%→100%) 

・母子・父子自立支援プログラムの策定数(168 件→250 件) 

・育児休業制度取得率(男性 2.0%→10%、(女性 89.4%→85%)) 

・北海道赤ちゃんのほっとステーションのある市町村数(70→全市町村)  など２６指標 

【最終目標】 
結婚や出産を望む全ての人々の希望がかなえられる地域社

会の実現をめざす 

【当面の目標（計画期間内Ｈ ２ ７ ～３ １ ）】（検討中） 

（ex） 合計特殊出生率を全国平均まで引き上げる（Ｈ２５：１．４３） 

○結婚や出産を望む人々が、希望する時

期に結婚や出産の望みがかなえられる

環境づくり 

○子育て世帯の負担を軽減し、住み慣れ

た地域で安心して子育てができる環境づ

くり 

○道民全ての宝である子どもたちの健やか

な成長を地域全体で見守り、その安全・

安心をしっかり保障できる環境づくり 

＜まち・ひと・しごと創生長期ビジョン＞ 

○目指すべき将来の方向 

・若い世代の希望が実現すると、出生率は１．８程度に

向上する。 

・人口減少に歯止めがかかると、2060 年に 1 億人程度

の人口が確保される。 

   （2020 年 1.6 程度→2030 年 1.8 程度→2040 年人

口置換水準の 2.07 が達成されるケース） 

資料１－１ 


